
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                     平成１７年１２月９日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

装飾ＬＥＤランプシステム 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本システムは、パチンコ店、デパート、商店街等のビルの外壁又は内壁等にクラ

スタ灯（ＬＥＤランプ）を数十個から数百個数珠繋ぎさせて、チャンネル文字の中

に配列して広告としての文字、マーク等を表示させるものである。ＬＥＤランプを

様々なパターンで発光・配色させることにより、演出効果を醸し出すものである。

 

○構造、仕様、意匠 

 システムは、コントローラ、パワーユニット、クラスタ灯で構成され、専用コネ

クタ/配線で接続して、依頼者が希望する設置場所、規模、発光・配色方式に応じ

て、専門設置業者が各ユニットを選定して組合せ、固定配線に直接接続して、建物

壁面に固定設置する。 
 コントローラ：１００Ｖ又は２００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、クラスタ灯の点灯制御

信号（色・明るさ・点灯時間）をパワーユニットに出力する。 

 パワーユニット：１００Ｖ又は２００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、制御信号のデータ変

換等を行い、各クラスタ部に出力するとともにクラスタ灯にＤＣ２

４Ｖの電源を供給する。 
 クラスタ灯：ＬＥＤを内蔵した発光部で、制御信号とＤＣ２４Ｖを受け、制御信

号に応じて色・明るさを変化する。 

 

○主な使用者、販売先 

パチンコ店、デパート、商店等。設置は専門設置事業者が行う。 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本システムは、広告を目的とするものであるが建造物に固定設置され、屋内配線

から接続器を介することなく電源の供給を受けるものであることから、「広告灯」

に該当せず、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 なお、設置工事にあたっては、「電気設備の技術基準」に従う必要がある。 

 


